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検
査
法
人
の
成
立
後
最
初
の
中
期
計
画
に
係
る
当
該
事

項
に
つ
い
て
は
、
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
に
掲

げ
る
も
の
と
す
る
。

一

施
設
及
び
設
備
に
関
す
る
計
画

二

人
事
に
関
す
る
計
画

三

検
査
法
人
法
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
積
立

金
の
使
途

四

そ
の
他
当
該
中
期
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要

な
事
項

（
年
度
計
画
の
記
載
事
項
等
）

第
四
条

検
査
法
人
に
係
る
通
則
法
第
三
十
一
条
第
一
項

の
年
度
計
画
に
は
、中
期
計
画
に
定
め
た
事
項
に
関
し
、

当
該
事
業
年
度
に
お
い
て
実
施
す
べ
き
事
項
を
記
載
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

検
査
法
人
は
、
通
則
法
第
三
十
一
条
第
一
項
後
段
の

規
定
に
よ
り
年
度
計
画
の
変
更
を
し
た
と
き
は
、
変
更

し
た
事
項
及
び
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
届
出
書
を
国
土

交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
各
事
業
年
度
に
係
る
業
務
の
実
績
に
関
す
る
評
価
の

手
続
）

第
五
条

検
査
法
人
は
、
通
則
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
各
事
業
年
度
に
お
け
る
業
務
の
実
績
に
つ

い
て
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
の
評
価
を
受
け
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
当
該
事
業
年
度
の
年
度
計
画
に
定
め

た
項
目
ご
と
に
そ
の
実
績
を
明
ら
か
に
し
た
報
告
書

を
、
当
該
事
業
年
度
の
終
了
後
三
月
以
内
に
、
国
土
交

通
省
の
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
中
期
目
標
の
期
間
の
終
了
後
の
業
務
実
績
報
告
）

第
六
条

検
査
法
人
に
係
る
通
則
法
第
三
十
三
条
の
事
業

報
告
書
に
は
、
当
該
中
期
目
標
に
定
め
た
項
目
ご
と
に

そ
の
実
績
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
中
期
目
標
に
係
る
業
務
の
実
績
に
関
す
る
評
価
の
手

続
）

第
七
条

検
査
法
人
は
、
通
則
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
各
中
期
目
標
の
期
間
に
お
け
る
業
務
の
実

績
に
つ
い
て
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
の
評
価
を
受

け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
中
期
目
標
に
定
め
た
項

目
ご
と
に
そ
の
実
績
を
明
ら
か
に
し
た
報
告
書
を
、
当

該
中
期
目
標
の
期
間
の
終
了
後
三
月
以
内
に
、
国
土
交

通
省
の
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
会
計
の
原
則
）

第
八
条

検
査
法
人
の
会
計
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
し
、
こ
の
省
令
に
定
め

の
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め

ら
れ
る
企
業
会
計
の
基
準
に
従
う
も
の
と
す
る
。

２

金
融
庁
組
織
令（
平
成
十
年
政
令
第
三
百
九
十
二
号
）

第
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
企
業
会
計
審
議
会
に

よ
り
公
表
さ
れ
た
企
業
会
計
の
基
準
は
、
前
項
に
規
定

す
る
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
企
業
会
計
の
基

準
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

３

平
成
十
一
年
四
月
二
十
七
日
の
中
央
省
庁
等
改
革
推

進
本
部
決
定
に
基
づ
き
行
わ
れ
た
独
立
行
政
法
人
の
会

計
に
関
す
る
研
究
の
成
果
と
し
て
公
表
さ
れ
た
基
準

（
第
十
条
に
お
い
て
「
独
立
行
政
法
人
会
計
基
準
」
と

い
う
。）は
、こ
の
省
令
の
規
定
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
、

第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る

企
業
会
計
の
基
準
に
優
先
し
て
適
用
さ
れ
る
も
の
と
す

る
。

（
収
益
の
獲
得
が
予
定
さ
れ
な
い
償
却
資
産
）

第
九
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
検
査
法
人
が
業
務
の
た
め

取
得
し
よ
う
と
し
て
い
る
償
却
資
産
に
つ
い
て
そ
の
減

価
に
対
応
す
べ
き
収
益
の
獲
得
が
予
定
さ
れ
な
い
と
認

め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
取
得
ま
で
の
間
に
限
り
、

当
該
償
却
資
産
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
指
定
を
受
け
た
資
産
の
減
価
償
却
に
つ
い
て

は
、
減
価
償
却
費
は
計
上
せ
ず
、
資
産
の
減
価
額
と
同

額
を
資
本
剰
余
金
に
対
す
る
控
除
と
し
て
計
上
す
る
も

の
と
す
る
。

（
財
務
諸
表
）

第
十
条

検
査
法
人
に
係
る
通
則
法
第
三
十
八
条
第
一
項

に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
独
立
行
政

法
人
会
計
基
準
に
掲
げ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算

書
及
び
行
政
サ
ー
ビ
ス
実
施
コ
ス
ト
計
算
書
と
す
る
。

（
財
務
諸
表
の
閲
覧
期
間
）

第
十
一
条

検
査
法
人
に
係
る
通
則
法
第
三
十
八
条
第
四

項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
五
年
と

す
る
。

（
短
期
借
入
金
の
認
可
の
申
請
）

第
十
二
条

検
査
法
人
は
、
通
則
法
第
四
十
五
条
第
一
項

た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
短
期
借
入
金
を
受
け
よ
う
と

す
る
と
き
、
又
は
同
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ

り
短
期
借
入
金
の
借
換
え
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
国

土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

借
入
れ
を
必
要
と
す
る
理
由

二

借
入
金
の
額

三

借
入
先

四

借
入
金
の
利
率

五

借
入
金
の
償
還
の
方
法
及
び
期
限

六

利
息
の
支
払
い
の
方
法
及
び
期
限

七

そ
の
他
必
要
な
事
項

（
重
要
財
産
の
範
囲
）

第
十
三
条

検
査
法
人
に
係
る
通
則
法
第
四
十
八
条
第
一

項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
重
要
な
財
産
と

は
、
土
地
及
び
建
物
と
す
る
。

（
重
要
な
財
産
の
処
分
等
の
認
可
の
申
請
）

第
十
四
条

検
査
法
人
は
、
通
則
法
第
四
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
重
要
な
財
産
を
譲
渡
し
、
又
は
担
保
に

供
す
る
こ
と
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
処
分
等
」
と

い
う
。）に
つ
い
て
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
国
土
交
通
大

臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

処
分
等
に
係
る
財
産
の
内
容
及
び
評
価
額

二

処
分
等
の
条
件

三

処
分
等
の
方
法

四

検
査
法
人
の
業
務
運
営
上
支
障
が
な
い
旨
及
び
そ

の
理
由

（
積
立
金
の
処
分
に
係
る
申
請
の
添
付
書
類
）

第
十
五
条

独
立
行
政
法
人
の
組
織
、
運
営
及
び
管
理
に

係
る
共
通
的
な
事
項
に
関
す
る
政
令
（
以
下
「
令
」
と

い
う
。）第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
添
付
書
類
は
、
次

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

令
第
五
条
第
一
項
の
当
該
期
間
最
後
の
事
業
年
度

（
以
下
単
に
「
期
間
最
後
の
事
業
年
度
」
と
い
う
。）

の
事
業
年
度
末
の
貸
借
対
照
表

二

期
間
最
後
の
事
業
年
度
の
損
益
計
算
書

三

期
間
最
後
の
事
業
年
度
の
事
業
年
度
末
の
利
益
の

処
分
に
関
す
る
書
類

四

承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
金
額
の
計
算
の
基
礎
を

明
ら
か
に
し
た
書
類

（
審
査
事
務
規
程
で
定
め
る
べ
き
事
項
）

第
十
六
条

検
査
法
人
法
第
十
二
条
第
三
項
の
国
土
交
通

省
令
で
定
め
る
審
査
事
務
規
程
で
定
め
る
べ
き
事
項

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

審
査
の
実
施
方
法
に
関
す
る
事
項

二

審
査
結
果
の
通
知
の
方
法
に
関
す
る
事
項

三

そ
の
他
の
審
査
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

（
審
査
設
備
の
基
準
）

第
十
七
条

検
査
法
人
法
第
十
三
条
の
国
土
交
通
省
令
で

定
め
る
審
査
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

審
査
に
必
要
な
屋
内
検
査
場
を
有
す
る
こ
と
。

二

審
査
に
必
要
な
自
動
車
検
査
用
機
械
器
具
を
備
え

て
い
る
こ
と
。

（
審
査
事
務
を
実
施
す
る
者
）

第
十
八
条

検
査
法
人
法
第
十
四
条
の
国
土
交
通
省
令
で

定
め
る
資
格
を
有
す
る
者
は
、
検
査
法
人
の
職
員
で

あ
っ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
か
つ
、

検
査
法
人
の
理
事
長
が
選
任
し
た
者
と
す
る
。

一

国
土
交
通
省
又
は
検
査
法
人
に
お
い
て
、
道
路
運

送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）

の
規
定
に
よ
る
自
動
車
の
検
査
の
事
務
（
以
下
「
自

動
車
の
検
査
事
務
」
と
い
う
。）に
通
算
し
て
五
年
以

上
従
事
し
た
者

二

学
校
教
育
法（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）

に
よ
る
高
等
学
校
（
旧
中
等
学
校
令
（
昭
和
十
八
年

勅
令
第
三
十
六
号
）
に
よ
る
学
校
を
含
む
。）又
は
中

等
教
育
学
校
を
卒
業
し
、
か
つ
、
国
土
交
通
省
、
独

立
行
政
法
人
交
通
安
全
環
境
研
究
所
又
は
検
査
法
人

（
以
下
「
国
土
交
通
省
等
」
と
い
う
。）に
お
い
て
自

動
車
の
検
査
事
務
に
通
算
し
て
三
年
以
上
又
は
自
動

車
に
関
す
る
事
務
に
通
算
し
て
五
年
以
上
従
事
し
た

者
三

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
（
旧
大
学
令
（
大
正
七

年
勅
令
第
三
百
八
十
八
号
）
に
よ
る
大
学
を
含
む
。）

又
は
高
等
専
門
学
校
（
旧
専
門
学
校
令
（
明
治
三
十

六
年
勅
令
第
六
十
一
号
）
に
よ
る
専
門
学
校
を
含

む
。）に
お
い
て
機
械
に
関
す
る
学
科
を
修
め
、
こ
れ

を
卒
業
し
、
か
つ
、
国
土
交
通
省
等
に
お
い
て
自
動

車
の
検
査
事
務
に
通
算
し
て
一
年
以
上
又
は
自
動
車

に
関
す
る
事
務
に
通
算
し
て
三
年
以
上
従
事
し
た
者

四

そ
の
他
前
各
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識

及
び
経
験
を
有
す
る
者

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
国
土
交
通
省
令
第
五
十
八
号

自
動
車
検
査
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第

二
百
十
八
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
関
係
法

令
に
基
づ
き
、
及
び
関
係
法
令
を
実
施
す
る
た
め
、
自
動

車
検
査
独
立
行
政
法
人
の
設
立
に
伴
う
関
係
省
令
の
整
備

に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
四
年
四
月
二
日国

土
交
通
大
臣

林

寛
子

自
動
車
検
査
独
立
行
政
法
人
の
設
立
に
伴
う
関
係

省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令

（
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年

運
輸
省
令
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
四
十
六
条
第
一
項
、
第
四
十
八
条
第
一
項
及
び
第

四
十
九
条
第
一
項
中
「
第
七
十
四
条
の
二
」
を
「
第
七

十
四
条
の
三
」
に
改
め
る
。

™


